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○
農
林
水
産
省
令
第 

 
 

号 
食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
及
び
卸
売
市
場
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法

律
第
六
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
四
条
第
五
項
第
三
号
ハ
及

び
第
十
三
条
第
五
項
第
三
号
ハ
の
規
定
に
基
づ
き
、
卸
売
市
場
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。 

令
和 

 

年 
 

月 
 

 
日 

農
林
水
産
大
臣 

小
泉
進
次
郎 

 

卸
売
市
場
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

卸
売
市
場
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
農
林
省
令
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
を
加
え
る
。 
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改

正

後 

改

正

前 
 

 
（
開
設
者
に
よ
る
食
品
等
持
続
的
供
給
法
に
係
る
公
表
） 

第
三
条
の
二 

法
第
四
条
第
五
項
第
三
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。 

 

二 

法
第
四
条
第
五
項
第
三
号
ハ
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
事
項
の
公
表
は
、
当
該

卸
売
市
場
の
取
扱
品
目
に
当
該
卸
売
市
場
に
お
い
て
取
扱
予
定
の
な
い
指
定

飲
食
料
品
等
（
食
品
等
の
持
続
的
な
供
給
を
実
現
す
る
た
め
の
食
品
等
事
業

者
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
及
び
食
品
等
の
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
三
年
法
律
第
五
十
九
号
。
以
下
「
食
品
等
持
続
的
供
給
法
」
と
い
う

。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
飲
食
料
品
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
当
該
指
定
飲
食
料
品
等
に
係
る
も
の
を
除
い

て
行
う
こ
と
。 

２ 

法
第
四
条
第
五
項
第
三
号
ハ
⑶
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
食
品

等
持
続
的
供
給
法
第
三
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
内
容
と
す
る
。 

 

（
新
設
） 

           

（
中
央
卸
売
市
場
に
係
る
軽
微
な
変
更
） 

第
十
二
条 

法
第
六
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次

に
掲
げ
る
変
更
と
す
る
。 

一
～
八 

（
略
） 

九 

業
務
規
程
の
変
更
（
法
第
四
条
第
五
項
第
三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
並
び
に
第

四
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
遵
守
事
項
の
内
容
の
変
更
を
伴
う
も

の
を
除
く
。
） 

（
中
央
卸
売
市
場
に
係
る
軽
微
な
変
更
） 

第
十
二
条 

法
第
六
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次

に
掲
げ
る
変
更
と
す
る
。 

一
～
八 

（
略
） 

九 

業
務
規
程
の
変
更
（
法
第
四
条
第
五
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
並
び
に
第

四
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
遵
守
事
項
の
内
容
の
変
更
を
伴
う
も

の
を
除
く
。
） 

（
開
設
者
に
よ
る
食
品
等
持
続
的
供
給
法
に
係
る
公
表
） 

第
十
八
条
の
二 

法
第
十
三
条
第
五
項
第
三
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。 

 

二 

法
第
十
三
条
第
五
項
第
三
号
ハ
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
事
項
の
公
表
は
、
当

該
卸
売
市
場
の
取
扱
品
目
に
当
該
卸
売
市
場
に
お
い
て
取
扱
予
定
の
な
い
指

定
飲
食
料
品
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
当
該
指
定
飲
食
料
品
等
に
係
る
も
の

を
除
い
て
行
う
こ
と
。 

２ 

法
第
十
三
条
第
五
項
第
三
号
ハ
⑶
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
食

 

（
新
設
） 
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品
等
持
続
的
供
給
法
第
三
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
内
容
と
す
る
。 

（
地
方
卸
売
市
場
に
係
る
軽
微
な
変
更
） 

（
地
方
卸
売
市
場
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

第
二
十
六
条

法
第
十
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第
一
項

の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
変
更
（
都
道
府
県

が
別
に
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
変
更
）
と
す
る
。 

一
～
八

（
略
）

九

業
務
規
程
の
変
更
（
法
第
十
三
条
第
五
項
第
三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
並
び
に

第
四
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
遵
守
事
項
の
内
容
の
変
更
を
伴
う

も
の
を
除
く
。
）

第
二
十
六
条

法
第
十
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第
一
項

の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
変
更
（
都
道
府
県

が
別
に
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
変
更
）
と
す
る
。 

一
～
八

（
略
）

九

業
務
規
程
の
変
更
（
法
第
十
三
条
第
五
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
並
び
に

第
四
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
遵
守
事
項
の
内
容
の
変
更
を
伴
う

も
の
を
除
く
。
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
及
び
卸
売
市
場
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


